
小川学長の即時辞任を求める声明 
 
  
 去る８月１８日に、市立大学改革推進・プラン策定委員会から「大学改革案の大枠の整理について」

が示され、２１日に大学改革推進本部会議に報告された。この案は、「在り方懇談会」答申に沿ったも

のであり、多くの教員の意向に反していることは、市長にあてた要望文書に対する２学部１研究科の

決議によって明白である。  

 小川学長は、教員組合との会見の席上でこの決議について「厳しい経済、社会情勢のもと、市立大

学が生き残りをかけて、全学をあげて大学改革を進めようとしている中、従来の学部の考え方にとら

われることは非常に残念なことだと思う」と発言した。これは、学長と学長が選出された教員集団との

間に重大な意見の違いが生じたことを示す発言である。少なくとも現行法においては、学長は市長の

部下ではなく、選出母体である教員集団に対して第一義的に責任を負っている。教授会の公式見解

と明確な意見の食い違いが生じた以上、もはや、学長としての職責を果たすことは出来ない。ただち

に辞職することを要求する。また、大学改革案の作成にあたっても、現行法における大学の自治をか

えりみず、学長の指名した少数の委員からなる委員会で、各委員に箝口令をしき秘密裏に改革案を

作成するような現状は到底許されない。  

 学長選挙においては、誠実、公正をモットーとし、学内の叡知を結集すると約束したが、当選後のこ

れまでの学長の行動は、このことに反して、まったく独裁としかいいようのないものであり、その変節は

決して許すことはできない。  

 ここに、改めて学長の辞任を求めるものである。  
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